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「大阪府薬局健康情報拠点推進協議会」設置要綱 
 
（目的）  

第１条 「薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業実施要領（以下「実施要領」

という。）」に基づき、外部有識者を交えた意見交換を行い、専門的な見地から幅広

く意見を聴取することを目的に、大阪府薬局健康情報拠点推進協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の事項について検討を行う 

(1) 健康相談拠点モデル事業の実施に関すること 

(2) 報告書の作成に関すること 

 

（組織） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって１０名以下で構成し、知事が委嘱す

る。 

(1) 学識経験者 

(2) 医療関係者 

(3) 医薬品企業関係者 

(4) 府民代表者 

２ 協議会の委員の任期は、１年とし、委員の欠員が生じた場合における補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（座長） 

第４条 協議会には座長を１名置き、委員の互選により定める。 

２ 座長は、会務を総理する。 

３ 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議は座長が招集する。 

２ 座長は必要に応じて委員以外の関係者を協議会に出席させ、意見を求めることが

できる。 

 

（謝礼金等） 

第６条 協議会の構成員への謝礼金の歳出科目は報償費とする。 

２ 協議会の委員の謝礼金は、日額 8,200円とする。 

３ 前項の謝礼金は、出席日数に応じて、その都度支給する。 
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４ 構成員のうち地方公共団体に属する常勤の職員である者に対しては支給しない。 

 

（費用弁償） 

第７条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例（昭和４０年大阪府条例第

３７号）による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。 

２ 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の

費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅

費相当額とする。 

 

（支給方法） 

第８条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この要綱に定めがない事項につ

いては、常勤の職員の例による。 

 

（事務局） 

第９条 協議会の事務局は大阪府健康医療部薬務課に置く。 

 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会議

に諮って定める。 

 

附則 

 この要綱は実施要領の施行日から施行する。 

 


